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マンション再生実務マニュアルの全体像

■マニュアル全体の構成

第２章 マンション再生のプロセス・法定手続き
・再生推進決議からマンション再生円滑化法に基づく事業完了に至るまでの手順・留意点等を解説

第１章 マンション再生の基本と進め方
・マンション再生の概要と進め方を解説

目次

ステップⅢ：計画段階

管理組合による、「再生決議」に向けての再生
計画の策定段階

A 組織の
設置

B 専門家
（専門情
報）の導入

C 検討・
意見の調
整

D 当該段
階の合意
形成

［９］管理組合における
再生計画組織の設置

［10］専門家（事業協力者）の選定

［14］再生決議
（再生計画を前提とした再生の合意）

［11］再生計画の検討
意見交換による計画調整

［12］非賛成者等への対応

［13］関係団体・近隣住民との協議

再生計画の策定
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ステップⅣ：事業実施段階

再生組合による、マンション再生円滑化法に基づく
事業実施段階

再生組合
の設立

権利変換

工事実施

再入居・新
管理組合の
設立

定款及び事業計画の策定

再生組合の設立・認可

再生不参加者への売渡し請求 賃貸借の終了請求

権利変換計画の策定・決議・認可

権利変換処分

再生実施計画の検討・確定

工事請負契約の締結

再生後マンションの竣工

工事完了の公告・登記・清算

再生組合の解散・認可

再入居・新管理組合の設立



マンション再生実務マニュアルの全体像 目次

第３章 区分所有者の個別対応や関係権利者との調整等に係る実務
・再生決議以降の区分所有者の個別対応、関係権利者との調整等に関して、実務上の留意点等を解説

ステップⅣ：事業実施段階ステップⅢ：計画段階

再生組合による、マンション再生円滑化法に基づく事業実施段階
管理組合による、「再生決議」に向けての再
生計画の策定段階

○非賛成者への対応（個別協議、売渡し請求の準備）
○再生の検討、決議招集等に全く反応を示さない者への対応
○再生決議非賛成者に対する対応
○権利変換計画の承認決議への非賛成者に対する売渡し請求
○明渡しに応じなかった場合の措置
○再生決議に賛成したが、その後の手続きに協力しない場合の対応 等

○高齢者への対応
○仮住まいの確保の問題への対応
○行方不明者の問題への対応

・所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外決定

・所有者不明専有部分管理人の選任
○外国人（居住者の場合、不在（外国に居住））への対応 等

区分所
有者の
個別対
応

○借家権者との調整
・賃貸借終了請求を行う手続き

○配偶者居住権、使用借権
○底地権者、隣接施行敷地権者との調整

・権利変換を行う手続き 等

○借家権者との調整
・借家権設定状況の把握

○配偶者居住権、使用借権
○底地権者、隣接施行敷地権者との調整 等

関係権
利者と
の調整

○管理組合の設立
○管理規約及び長期修繕計画の作成、管理計画認定の取得、重要事項説明 等

○近隣住民との調整：近隣説明会の開催 等その他
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マンション再生実務マニュアルの全体像 目次

第４章 再生実施計画の策定事務（建替え編）／ 第５章 再生実施計画の策定事務（更新編）
・再生推進決議から再生決議までの計画段階において、合意形成を円滑に進めるための手順・留意点等を解説
・建替えと更新の違いに伴う再生実施計画の策定事務における相違点について、重点的に解説

ステップⅣ：事業実施段階ステップⅢ：計画段階

再生組合による、マンション再生円滑化法に基づく事業実施段階
管理組合による、「再生決議」に向けての再
生計画の策定段階

○権利変換計画案の検討
○評価・補償

○事業計画の策定内容
○再生後マンションの設計
○行政手続き・各種法適合に係る申請
○資金計画の検討

○計画条件の調査・把握
○区分所有者の状況と意向等の調査
○建替え方法の検討

第４章
建替え
編

○権利変換計画案の検討
○評価・補償

○事業計画の策定内容
○再生後マンションの設計
○行政手続き・各種法適合に係る申請
○資金計画の検討

○計画条件の調査・把握
○区分所有者の状況と意向等の調査
○更新方法の検討

第５章
更新編
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序章 本マニュアルの枠組み

○ 本マニュアルは、建替えと更新における事業の進め方の違いや特徴を踏まえ、
・デベロッパーや地方公共団体等の実務者を対象に、
・推進決議から決議までの計画検討や合意形成の進め方や、
・再生事業の手続きや対応方法等を解説し、実務者に必要とされる知識やノウハウを共有することで円滑な
事業進捗を目的とする。

p.６～９

１．本マニュアルの目的と位置づけ
• 「マンション再生等手法の比較検討マニュアル」との関係を記載
• 実務者に必要となる知識やノウハウをとりまとめ、共有することで事業の円滑化を図ることを目的

２．本マニュアルの特徴
• 建替事業と更新事業に関する記載であり、それぞれの手続きの違いについて記載。
• 推進決議以降の手続きについて、再生計画を策定するにあたっての合意形成の進め方や検討課題、
再生事業を進める上で発生しうる問題点等について、実務的な観点から整理。

マンション建替事業マンション再生事業 建替え決議

▼区分所有法・被災区分所有法▼マンション再生法

マンション更新事業 建物更新決議

マンション再建事業 再建決議

マンション一括建替等事業 一括建替え等決議

マンション再生
実務マニュアル

被災マンション
再生等の解説

団地型マンション
再生等マニュアル5



第１章 マンション再生の基本と進め方 p.10～26

○ マンション再生の概要と基本的な進め方を解説

１．１ 用語の定義

１．２ マンション再生に係る法律

１．３ マンション建替事業と市街地再開発事業の比較

（１）マンション建替事業と市街地再開発事業の比較

（２）市街地再開発事業と比較したマンション建替事業の主な特徴

１．４ マンション再生事業の基本的な進め方

（１）マンション再生事業に取り組む上での基本姿勢

（２）段階的な合意形成の進め方

（３）各段階の検討内容・目標の例

（４）各段階での検討主体、検討体制（建替えの場合）

（５）各段階での検討主体、検討体制（更新の場合）

（６）推進決議と建替え決議又は建物更新決議の意味・効果

6

改正内容を
反映・修正



第２章 マンション再生のプロセス・法定手続き p.27～51

○ 建替えと更新の実現に向けたプロセスとして、準備段階、検討段階、計画段階と段階を踏みながら、合
意のレベルを着実に高めていき、実効性のある事業計画とすることが重要。
○ 本マニュアルでは、建替事業に加え、新たに措置された更新事業について、推進決議からマンション再生
円滑化法に基づく事業完了（推進決議～再生組合の解散）に至るまでの手順や各種法定手続き、各
事業段階における留意点等を解説。

7

２．１ 推進決議から建替え決議又は建物更新決議までの進め方



第２章 ２．１．４ 客観的事由の判定 p.37

○ 再生前マンションが客観的事由に該当するかどうかは多数決要件に直結することから、検討の段階にお
いて、事前に確認しておくことが重要。
○ 要除却等認定との関係性について、

• 要除却等認定を受けることは必須ではないが、訴訟において決議の有効性等が争われた場合に備えて、
公的な判断を得たい場合において有効であることや、

• 要除却等認定を受けた場合に、除却等の努力義務が発生することを解説。

8

下の①～⑤のいずれかに該当

① 耐震性の不足

② 火災に対する安全性の不足

③ 外壁等の剝落により周辺に危害を生ずるおそれ

④ 給排水管等の腐食等により著しく衛生上有害となるおそれ

⑤ バリアフリー基準への不適合

※客観的事由

〇基準の詳細は法務省令で規定された内容を反映。
調査資格者等についても整理。

• 客観的事由の基準の判断に関して、適切な資格者による調査結果の報告を受けることが必要。
• 客観的事由に該当するとして、決議要件を緩和した場合は、該当事由の解消に努める必要を解説。
決議緩和に必要となる書類や手続き等についても整理。

• 融資制度等を活用するにあたっては、要除却等認定が必要となる場合もあることから、あらかじめ特定行
政庁等の関係機関とあらかじめ調整することが重要であることも整理。

• 要除却等認定を受けた場合、マンション再生型総合設計制度において、容積率及び高さ制限に関する
緩和が受けられることについても解説。（年内に示される予定の許可準則の内容を反映）



第２章 マンション再生のプロセス・法定手続き p.52～140
○ さまざまなプロセスを経て、合意形成ができている場合であっても、各種法律における要件や手続きに抵
触している場合、決議を再度やり直す必要が生じ、事業進捗を阻害してしまう可能性。
○ 共通の手続きの概要に関して、更新の売渡し請求等も含めた新たに措置される内容を踏まえて留意点
を整理。（建替え、更新それぞれの詳細な手続き等は、４章、５章で整理する。）

9

２．２ 建替え決議又は建物更新決議の法定手続き
２．３ マンション再生円滑化法に基づく事業実施の手続き
２．４ 登記
２．５ 再生事業に必要なその他の許認可等

• 認可後の審査基準不適合等の事態をさけるため、早期相談の必要性についても解説

○建替事業と更新事業で必要な登記手続きの違いに
ついて重点的に解説予定。



第３章 区分所有者の個別対応や関係権利者との調整等に係る実務 p.141～153

10

○ 区分所有者の共有財産であることを踏まえ、合意形成を円滑に進めるために各区分所有者の個別事情を
把握することが重要。
○ 個別事情の対応に当たっては、

• 新たに措置された、国内管理人、所在不明者の除外決定、所有者不明専有部分財産管理制度の
活用方法や留意点を整理。

• これらの措置は、管理の円滑化にも有効であるため、検討初動期（日常管理の段階）から活用を検討
して対応することが有効であることも解説。

３．１ 区分所有者の個別事情への対応
３．１．１ 建替え決議又は建物更新決議に至るまでの合意形成の要点
３．１．２ 建替え決議又は建物更新決議までの合意形成過程における個別事情への対応
（１）資金調達の問題への対応
（２）高齢者への対応
（３）仮住居の確保の問題への対応
（４）相続が発生している場合への対応
（５）行方不明者の問題への対応

管理組合において必要な調査を、公示送達の手続きを参考に整理。

（６）専有部分が数人の共有に属する場合の処理
（７）意思無能力者や制限行為能力者への対応
（８）外国人（居住者の場合、不在（外国に居住）の場合）への対応

国内管理人の制度活用における留意点
（９）土地だけ所有する者・名義残りの場合への対応

• 所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外、財産管理制度の手続き
• 裁判所の手続きに要する期間・費用の目安 実務マニュアル

更新・修正



第３章 ３．１．２ 建替え決議又は建物更新決議までの合意形成過程における個別事情への対応

○裁判所による所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外決定に要する期間・費用の目安

○裁判所による所有者不明専有部分管理人の選任に要する期間・費用の目安

申立てから除外決定命令が発せられるまでの目安の期間：少なくとも３か月程度

※１か月以上の公告期間、審理に要する期間等を考慮。

除外決定に要する目安の費用：比較的低廉

※申立て時に必要となる申立手数料を想定。

申立てから管理命令が発せられるまでの目安の期間：少なくとも３か月程度

※１か月以上の公告期間、審理に要する期間等を考慮。

※所在等不明区分所有者の決議の母数からの除外決定と同様の考え方。

除外決定に要する目安の費用：一概にお示しするのは困難

※申立て時に必要となる申立手数料に加え、管理費用や管理人の報酬相当額を予納金として納

付することが求められ、その額については、事案ごとの個別具体的な事情を踏まえて裁判所

が判断するため。

※ （参考）民法における所有者不明土地・建物管理制度：予納金の額は20～40万円とされる

事例が多い。

11



第３章 区分所有者の個別対応や関係権利者との調整等に係る実務 p.154～159

12

○ 事業への未賛同者（非賛成者）に対しては、検討の進捗段階に応じ、適切な対応をとることが重要。
• 決議前までは、理由を適切に把握し理解を深めて同意に向けた努力が必要
• どうしても、同意できない者に対しては、売渡し請求権の行使を検討

３．１．３ 未賛同者（非賛成者）等への対応
（１）建替え又は建物更新決議前の未賛同者への対応
（２）建替え又は更新検討や決議集会等に全く反応を示さない者への対応
（３）建替え又は建物更新決議非賛成者に対する対応
（４）権利変換計画の承認決議への非賛成者に対する売り渡し請求等
（５）明渡しに応じなかった場合の措置
（６）建替え又は建物更新決議に賛成したが、その後の手続きに協力しない

区分所有者への対応

○建替え又は建物更新決議までを「未賛同者」
○決議後を「非賛成者」として整理。

実務マニュアル
更新・修正



第３章 区分所有者の個別対応や関係権利者との調整等に係る実務 p.160～177

13

○ 主に、今回創設された賃貸借等の終了請求や、底地を取り込んだ建替え・更新、隣接地を取り込んだ建替
えに当たっての実務上の手続き、留意事項等について解説。

３．２ 関係権利者との調整
３．２．１ 抵当権者との調整
３．２．２ 借家権者との調整

• 賃貸借終了請求を行うに当たっての基本的事項
• 賃貸借終了請求を行うに当たっての留意事項

（基本的事項）

請求権者

① 専有部分の賃貸人である区分所有者

② 再生決議（＋売却決議、取壊し決議）に賛成した各区分所有者（承継人含む）

③ 再生決議（＋売却決議、取壊し決議）後に再生（＋売却、除却）に参加した各区分所有者（承継人含む）

④ ②及び③の全員の合意により賃貸借の終了請求を行うことができる者として指定された者（再生組合等）

請求の相手方：専有部分の賃借人（当該専有部分が転貸されている場合であっても、原賃借人）

実施方式：意思表示の方法は問われず、書面や電磁的方法、口頭による請求が可能。
※口頭による場合、請求があった事実やその時期に争いが生ずる可能性があるため、「マンション再生実務マニュアル」等では、
紛争予防の観点から、書面、電子メール等の明確に記録が残る方法によることが望ましい旨を記載。

賃貸借が終了する「６か月」の考え方：民法の期間の計算方法に関する規定により期間を算出。
・起算日：賃貸借終了請求の意思表示が相手方（賃借人）に到達した日の翌日
・終了日：上記の起算日から６か月が経過した日

（留意事項）

賃貸借終了請求から６か月が経過した後、適正な補償金の提供があれば、明渡しを拒むことは不可

再生組合が補償金を支払った場合、賃貸されている専有部分の区分所有者（賃貸人）に求償することが可能であるが、求償せず

に、再生組合での決議を経て、再生組合の事業費として支出する意思決定をすることも可能

○補償金の算出方法の目安については、「区分所有法の
賃貸借終了請求等に伴う補償金の算定方法等に関す
る研究会」のとりまとめ結果を反映予定。



第３章 区分所有者の個別対応や関係権利者との調整等に係る実務 p.178～195
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○ 主に、今回創設された賃貸借等の終了請求や、底地や隣接地を取り込んだ建替えに当たっての実務上の手
続き、留意事項等について解説。

３．２ 関係権利者との調整
３．２．３ 配偶者居住権や使用借権

３．２．４ 底地権者との調整

３．２．５ 隣接施行敷地権者との調整

３．２．６ 保留敷地権者との調整
３．２．７ その他の関係権利者との調整

３．３ その他
３．３．１ 近隣住民との調整
３．３．２ 管理組合の設立と管理規約・長期修繕計画の作成等

• 賃貸借終了請求との違いを中心に解説予定。

• 借地権型マンションの底地権が権利変換の対象となった旨を追記。
• 底地権者との調整上の留意事項を記載。

• 隣接地の所有権が権利変換の対象となった旨を追記。
• 隣接地の所有権者に再生事業への参加を促すための方策を記載。

建替事業のみを
基本的な対象として

想定



第４章 建替え実施計画の策定実務 p.196～210
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○ マンションの建替えを円滑に進めるため、当該マンションの建替えに係る計画条件を調査・把握することで、事
業の課題や制限を抽出し、建替事業としての事業成立性を検討し、最終的に実現可能な建替え計画を策定す
る必要。

ステップⅢ：計画段階

管理組合による、「建替え決議」に向けての再生計
画の策定段階
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計
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対
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建
替
え
決
議

４．１ 建替え計画
４．１．１ 計画条件の調査・把握

（１）建物の老朽度調査

（２）法規制等の確認

（３）物理的な制約に関する調査
（４）不動産市況の確認
（５）建替前マンションの権利関係等の調査
（６）規約の把握

４．１．２ 区分所有者の状況と意向等の調査
検討段階よりも個別／具体の意向等を確認する必要

• 管理組合による老朽度の簡易判定
• 専門家による老朽度判定
• 耐震診断 等

• 確認申請の手続き
• 用途変更の手続き
• 住戸面積基準の確認 等



第４章 建替え実施計画の策定実務 p.211～225
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○ 建替え方法の検討に関連して、今後、利用容積率が少なく、多くの余剰床を生み出すことができないマンショ
ンについても建替えを行う必要が生じることが想定。
○ このため、デベロッパー等が参加しない自主建替えの増加を見据え、基本的な考え方、留意事項、実事例
等に関する記載を充実。

４．１．３ 建替え方法の検討
（１）同一敷地での単棟型マンションの建替え

（２）隣接地を活用した単棟型マンションの建替え

（３）その他の留意事項
（４）事業性向上の方策
（５）自主建替え

• 隣接施行敷地の範囲の考え方 等

• 自主建替えの基本的考え方（再生法に基づくマンション建替事業との相違点 等）
• 自主建替えの留意事項（計画的な資金の準備、保留床の処分 等）
• 自主建替えの事例紹介（団地型、単棟型の両方の事例を紹介）

• 借地権型マンションの建替え
• 総合設計制度を活用したマンションの建替え
• 要除却等認定マンションの建替え（容積率又は高さ制限の緩和を受けることが可能） 等



第４章 建替え実施計画の策定実務 p.226～234
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○ 建替え決議、マンション建替事業の事業性向上の検討結果等を踏まえ、事業計画を策定する必要。

４．２ 事業計画の作成
４．２．１ 事業計画の策定内容
４．２．２ 再生後マンションの設計

建替え決議の内容（＝建替え計画）との
整合を図る必要（再生法第10条第２項）

４．２．３
行政手続き・各種法適合に係る申請

４．２．４ 資金計画の検討

一 新たに建築する建物（以下この項において「再建建物」という。）
の設計の概要
二 建物の取壊し及び再建建物の建築に要する費用の概算額
三 前号に規定する費用の分担に関する事項
四 再建建物の区分所有権の帰属に関する事項

〇建替え決議の決議事項（区分所有法第62条第4項）

• 再生前マンションの状況
• 再生前マンションの敷地の区域
• 再生前マンションの住戸の状況
• 再生後マンションの設計の概要
• 再生後マンションの敷地の区域
• 事業施行期間
• 資金計画 等

〇建替え事業の事業計画に定める事項
（マンション再生円滑化法第10条第１項）

ステップⅣ：事業実施段階

再生組合による、マンション再生円滑化法に基づく事業実施段階
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第４章 建替え実施計画の策定実務 p.235～246
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○ 権利変換計画の認可を目指す権利変換段階では、すでに建替事業が開始している状況であることを踏まえ、
総会で承認を得ることができるよう、各区分所有者が各自の権利変換計画の内容に同意できるかどうかの判断
材料を提示する必要。
○ また、区分所有者が希望する住戸の最終選定に当たっての評価、権利変換を希望しない旨の申出等があっ
た場合の補償の考え方を記載。

４．３ 権利変換計画の作成
４．３．１ 権利変換計画案の検討

（１）権利変換計画案の検討
（２）権利変換基準

４．３．２ 評価・補償
（１）建替前マンションの評価
（２）再生後マンションの評価
（３）補償
（４）建替前マンションの明渡し

ステップⅣ：事業実施段階

再生組合による、マンション再生円滑化法に基づく事業実施段階
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第５章 更新実施計画の策定実務 p.247～
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○ 建替事業の手続きを踏まえて、推進決議から建物更新決議までの違いを整理。
検討段階では戸当たり単価程度の概算把握となるため、計画段階において、
• 詳細な費用を把握するために、既存躯体の劣化状況や専有部分の調査が必要となり、初期段階から費
用を要することを解説。

• 既存建物が旧耐震基準である場合は、耐震改修を行うことが重要であることを解説。

５．１ 更新計画
５．１．１ 計画条件の調査・把握

（１）建物の老朽度調査
既存建物の調査に必要な費用・項目の整理

（２）法規制等の確認
融資や時価算出の影響も踏まえて整理

（３）物理的な制約に関する調査
（４）不動産市況の確認
（５）更新前マンションの権利関係等の調査
（６）規約の把握

• 計画作成に要する想定費用
• 既存躯体の老朽度調査
• 専有部分の現況調査
• 耐震性能の確認

• 確認申請の有無について
• 用途変更の手続き
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５．１．２ 区分所有者の状況と意向等の調査
（１）区分所有者の状況把握
（２）区分所有者の意向把握

更新の条件や定義を事例ベースで整理

５．１．３ 更新方法の検討

５．２ 事業計画の作成
各種行政手続きについて整理。

○ 建物更新決議を行う場合、全住戸の専有部分の変更が必要であり、合意を得るためには、改修済の
専有部分が多くある場合の費用感や影響範囲等、状況に応じた工事計画が重要。
・ どこまでの変更を行えば、更新となり得るのか要件を整理。
・ 詳細調査によって算出した金額が検討段階から大きく乖離する場合等は、再度推進決議を実施する
ことも考えられる。

• 改修済の専有部分がある場合の方針
• 推進決議後の費用負担の変更に関し、
再度推進決議を実施することの有効性

• 確認申請や要除却等認定の有無が融資等
に影響を与える。

• 既存建物の図面がない可能性が想定される
ため、関係機関との調整が重要。

• 既存住戸面積を減らす等、建物更新決議特
有の事業性をあげる手法についても整理。

第５章 更新実施計画の策定実務

改修済の専有部分も部分的に変更

従前

従後

• 「更新」に該当する（程度は異なる
が、全ての専有部分を変更）

• 費用分担の考え方について整理が
必要

取扱い
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５．３ 権利変換計画の作成
５．３．１ 権利変換計画案の検討

（１）権利変換計画案の検討
（２）権利変換基準

５．３．２ 評価・補償
（１）更新前マンションの評価

評価に際し、考慮するべき事項を整理
※売渡し請求の時価の考え方と並行して整理。

（２）再生後マンションの評価

（３）補償
（４）更新前マンションの明渡し

• 敷地価格については、最有効利用を考慮
• 事業費算出の方針
• 改修済の専有部分の評価項目

• 建築確認等の有無も影響がある可能性を解説

第５章 更新実施計画の策定実務

○ 更新における区分所有者の費用負担額を算出するに当たり、市場形成がされおらず、事例も少ないこと
から、更新前後の資産評価額の算出方法が課題。

• 土地の最有効利用を踏まえた、近傍類似地域の分譲マンションだけでなく、賃貸住宅等の一棟リノ
ベーション事例から算出した販売価格と再建建物の価格とを比較衡量することの解説。

• 改修済の専有部分の取扱いの方向性を整理。


